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■議題 
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２． 事業者等によるプレゼンテーション 

３． 質疑応答 

４． 閉会 



■議事録 

〇山本参事官  皆さん、おはようございます。定刻になりましたので、産業構造審議会

商務流通情報分科会スマートコマース小委員会第３回会合を始めさせていただきたいと存

じます。 

 まず、事務局のほうから、委員の出席状況につきご報告をさせていただきます。 

 本日、村井委員はご欠席であります。また、ただいま柳川座長からご連絡がございまし

て、少し渋滞でおくれるということでご連絡を頂戴しておりますが、委員の皆様、柳川座

長が後ほどご到着されて８名ご出席ということで、定足数に達しておりますのでご報告を

申し上げます。 

 続きまして、資料でございますが、本日も前回同様ペーパーレスにて実施してまいりた

いと思いますので、お手元のｉＰａｄまたはパソコンなどでご利用いただければと存じま

す。 

 本日でございますけれども、第３回会合として、主に「社会的責任・公正性の実現」と

いうことで、このようなテーマに焦点を当てた議論ができればと存じます。 

 進め方でございますが、まず事務局、私のほうから、プラットフォーマーの登場に伴う

ＣtoＣ市場の成立を受けた消費者相談の推移ということで資料をご説明申し上げたいと思

います。その上で、本日はシェアリングエコノミー協会様による共同規制に係る取り組み、

また、ヤフー様、メルカリ様、楽天様による自主的な取り組みについてヒアリングをさせ

ていただくということでご出席をいただいております。本日はどうぞよろしくお願い申し

上げます。事業者の皆様からのプレゼンテーションの後、委員の皆様には質疑応答を初め

としましてご意見を承っていきたい、そのような進め方でお願いしたいと存じます。 

 大変恐縮でございますけれども、当初は、本日の第３回にて基本的な考え方を整理いた

したいということで前回もご報告をさせていただきましたけれども、議論の状況を踏まえ

まして、また、座長ともご相談いたしまして、第４回を開催する形で進めさせていただけ

ればと存じます。この点についてもご理解を賜れれば幸いでございます。よろしいでしょ

うか。 

 では、まず、私のほうから、ＣtoＣ市場の登場に伴う消費者相談の推移ということで、

資料３を用いましてご説明を申し上げたいと思います。 こちらの資料につきましては、

次のページでございますけれども、出典のところにございますように、ＰＩＯ─ＮＥＴ（パ

イオネット）のデータを活用させていただき、また、国民生活センターのご協力を賜りま



してご用意させていただきました。 

 ＣtoＣ市場の登場に伴う消費者相談の推移ということで、インターネットオークション、

インターネットフリマサービスについて、それぞれ棒グラフをお示ししております。 

 この傾向でございますけれども、インターネットオークションにつきましても、基本的

には高い水準で増加傾向というようなトレンドで申し上げてよろしいかと思います。また、

右側のインターネットフリマサービスにつきましても、こちらについては明らかに増加傾

向が顕著ということでございます。 

 その2017年度の翌年、本年度でありますけれども、足元７月までの４ヵ月間の数字を１

ポツ目のところに書いてございます。オークションにつきましては1,608件、フリマサービ

スについては1,070件の相談が寄せられているということでございまして、単純計算であり

ますと、これを３倍すれば年度の数字ということになるのですが、昨年度と同程度、ない

しは現状の推移でございますと若干減少するかもしれないというような数字が足元という

ことでご報告をさせていただきます。 

 次のページをご覧いただきたいと思います。 

 では、具体的にどのような消費者相談の事例があるのかということについてお示しをし

てございます。 

 １ポツ目、ネットオークション、フリマサービス等のところでございますけれども、２

つ目のポツ、３つ目のポツにもご覧いただけますように、購入者、出品者、それぞれのと

ころからの相談というのがございます。これは購入者・出品者の間でのトラブルとして、

２つ目のポツにございますように、購入者からは、例えば商品が届かないといった典型的

なご相談、また、３つ目のポツでございますけれども、出品者のほうからは、商品を送っ

たのに商品が届かない等を理由に商品代金が支払われないといったような典型的なご相談

というものがございます。 

 また、同様のご相談はチケット転売サイトにおいてもあるということでございます。特

に、２ポツ目、購入者からの相談が多いというような傾向については付言をさせていただ

きます。 

 ３番目、民泊仲介サイト等につきましても同様に、キャンセルにおいて、宿泊料全額を

キャンセル料として請求された等々、当初の約束とは違うというような認識のもとでのご

相談というのが寄せられてございますということであります。 

 これらを踏まえまして、次のページでございますけれども、今ご覧いただいたような消



費者相談の具体的な事例をみますと、箱の中の１つ目のポツでありますけれども、ＣtoＣ

市場において生じているトラブル事例というのは、総論といたしましてはやはりＢtoＣ市

場においても共通して生じ得る、または実際に生じているような内容であるというふうに

私どもとしては受けとめております。しかしながら、財・サービスの供給者が個人となり

得るということによって、各種規制によって手当てされていたリスクがサービス需要者（消

費者）に転嫁されることとならないかというような問題意識をここに書かせていただいて

おります。 

 この下の図につきましては、第１回においてお示ししたような図でありまして、これを

もう一度リマインドがてらご覧いただきたいと思います。この右側の「従来は」というと

ころでございますけれども、財・サービスの供給者として法人（事業者）が想定されてい

たということであろうかと思います。これが、プラットフォーマーの出現によりましてＣ

toＣの市場ということが出現し、個人も広くサービス供給者になり得るというような状況

認識。このときに、右側の「サービスの供給者」にかかっていた各種規制というものが、

事業者ではない方がサービスの供給をすることによって、適用されないことがあり得ると

いうことを図としてお示ししております。この結果、サービスの需要者──左側の「消費

者」のところでございますけれども、この消費者の保護の観点からどのような論点があり

得るかということでございます。 

 点線囲いの中ではございますけれども、ご覧いただければと思います。左側、ＣtoＣで

の取引でありまして、情報の偏在性が存しないと想定される取引である以上、消費者契約

法や特定商取引法の適用がないことは当然という考え方、それが当然なのかというような

論点を左側に書かせていただいております。 

 それと対比させていただく右側の緑の網かけでございますけれども、「市場」の存在を前

提として成立する取引であることから、純粋な個人間取引とは異なるものとしての一定の

保護を機能させるべきではないのかというようなことを提示させていただいております。 

 続きまして、その次のページをご覧いただきますと、今度はサービスの需要者、消費者

ではなくて、個人がその役割を担い得るサービスの供給者に着目した論点でございます。

財・サービスの供給者が個人となることによりまして、中間事業者による業務運営から生

ずるリスク、例えば矢印のところにございますけれども、倒産、誤発注・誤送金、不正、

こういったような場合があり得るわけでありますけれども、そのような中間事業者による

業務運営から生ずるリスクを誰が負担すべきかということを論点として提示させていただ



いております。これを広く捉えれば、プラットフォーム提供者のある種の社会的責任をど

う考えるかということでございます。資金の授受、商品のサービスの授受に中間事業者が

介在することも想定されるということもこちらに付言させていただいておりますので、こ

れらの点につきまして、また事業者の皆様からのご報告を伺いながら委員の皆様にはご議

論いただければ幸いでございます。 

 次のページにつきましては、第１回目でも提示させていただきました、いわゆる平成20

年ヤフオク事件判決の資料。アペンディックスといたしまして、簡単に先ほどまとめまし

たプラットフォーマー関連の消費者相談の具体的な事例について、もう少し詳しく事例を

提示させていただいておりますので、これらについてもご参照いただければ幸いでござい

ます。 

 私のほうからの説明は以上とさせていただきます。ありがとうございました。 

 それでは、事業者の皆様からのお話を承ってまいりたいと思います。 

 まずは、シェアエコ協会、石原様からお願いしたいと思います。よろしくお願い申し上

げます。 

 

○一般社団法人シェアリングエコノミー協会（石原）  ご紹介いただきましたシェアリ

ングエコノミー協会の石原と申します。よろしくお願いいたします。 

 資料４というものですけれども、若干資料が大部になってしまっておりますので、途中

駆け足で省略させていただきながら発表させていただきたいと思います。よろしくお願い

いたします。 

 我々シェアリングエコノミー協会は、シェアリングエコノミー認証制度というものを策

定しまして、１年ほど実施しております。 

 まず、３枚目のスライドですか、ルールメイキング・デザイン比較というところで、こ

ちら、生貝先生の資料を引用させていただいて簡単な図を書かせていただきましたが、こ

この赤いところで示している「共同規制」というところで、我々のシェアリングエコノミ

ー認証制度というものをベースに一応規制デザインとしてつくられています。法規制より

もスピーディーにビジネスの変化に対応しながら、とはいえ、自主規制のお手盛りのリス

クだったりとか、そもそもルール形成の難しさだったりするところをうまく政府と官民共

同でやっていくことで、そのハイブリッド型の規制のデザインだということになります。 

 当協会の概要を簡単にご説明させていただきます。４枚目のスライドですが、設立は2016



年１月ということで、まだまだ２年半ぐらいの若い団体になりますけれども、「協会がめざ

すもの」として次のスライドで、一番下の「プラットフォーム事業者の健全なビジネス環

境と利用者の方々の保護体制の整備」というところを一つ大きな目的として挙げさせてい

ただいておりますので、この一環としてこの認証制度というのをやらせていただいていま

す。 

 次のページ、組織ですけれども、ご覧いただければわかるとおり、大きい会社が集まっ

てというよりは、ベンチャー、スタートアップ企業が集まって、業界全体の底上げという

ものを目的とした団体になっております。実際には、事務局長、渉外部長を含めて、事務

局ですね、こちらのほうの人間がかなり具体的にいろいろな活動を行っているというよう

な団体になっています。 

 次のページ、簡単に、今月開かれた大きなイベントをご紹介させていただくスライドで

すけれども、我々、今年３回目の大きなイベントを開かせていただいたのですけれども、

今年はさらに、後でもちょっとご紹介させていただきますが、より個々人、つまり先ほど

もご指摘ありましたけれども、提供者側だったりとか消費者側の方々の啓蒙活動、シェア

リングエコノミーを使うにはどういう点に注意したらいいのかというところも含めて、個

人主役の経済に向けて、我々は、プラットフォーマーだけではなくて、そこに参加するス

テークホルダー全員に対して情報発信をしていこうということを掲げて、サミットという

大きなイベントと、次のスライド、ＳＨＡＲＩＮＧ ＤＡＹという形で、実際にそのシェア

リングエコノミーのサービスを体験していただくようなイベントを開かせていただきまし

た。 

 11枚目のスライドまで飛ばしていただいて、シェアリングエコノミー、ご存じない方も

いらっしゃるかもしれませんので簡単にご紹介しますけれども、インターネット上のプラ

ットフォームを介して個人間で賃貸または売買、いろいろなものをシェアしていくという

新しい経済の動きとなっています。空間、モノ、移動、スキル、お金という形で、一応５

分類で協会としては分類を分けていますけれども、ここになかなか当てはまらない、いろ

いろなシェアリングエコノミーというのが出てきているというのが現状だと思います。 

 次のスライドが一応うちの領域マップということで、サービスを書かせていただいてい

るのですけれども、これをみてわかるとおり、やはりスキルというところが非常に多くな

っているのがおわかりになるかと思います。これはやはり、業界規制、業法規制が余りな

いところでサービスがたくさん生まれているというところもあって、日本の中ではこのス



キルシェアが非常に多く生まれているというのが特徴かなというふうに思っています。 

 次のスライドですけれども、「トラブルの内容／対応状況と浮かび上がる課題」というこ

とで、いろいろな事業者さんのお話を私も聞かせていただいていて、大きなポイントとし

ては３つあるかなというふうに思っています。 

 まず、１つ目が、やはりトラブルが発生するということは避けられない状況ですので、

その発生したときにどう対応するのかというところ。あと、窓口をちゃんと複数用意して

いるか。あと、対応までの時間がどれだけ早いかというところが満足度というところにつ

ながっているというのをよくお聞きするところです。 

 あと、２つ目は、保険をやはりつけている、つけていないというのは非常に大きなポイ

ントになっていまして、より多くの事業者がしっかりと保険をつけて、何かあったときに

対応できる形を整えていくというのが非常に大事かなというふうに思っています。 

 最後の３番目、これはきょうの発表に通じるところですけれども、やはり業界全体で底

上げをしていかなければいけないところだと思いますので、ヒヤリハット事例とかノウハ

ウ、またベストプラクティスを共有しながら、全体で底上げを図っていくと。さらに、や

はりインターネットサービスになりますので、本人確認というのをどこまでやるかという

のは非常に毎回議論になるところで、利用のためのハードルとのバランスというのが非常

に悩ましい問題かなというふうに思っています。 

 次のスライド以降が認証制度のお話ですけれども、認証制度の概要をご説明しますと、

もともとは、こちら、委員にも入られている生貝先生、森先生も検討構成員として参加さ

れたシェアリングエコノミー検討会議という会議が、内閣官房のＩＴ総合戦略室が主催で

2016年の７月に開催されました。11月に中間報告書という報告書をまとめられまして、そ

の中にモデルガイドラインというガイドラインが策定をされました。それを受けて、我々

シェアリングエコノミー協会が自主ルールという形で、そのモデルガイドラインをもとに

この認証制度という仕組みをつくっていったというものが、このシェアリングエコノミー

認証制度の概要でございます。 

 赤字、赤く下線を引かせていただいている下の部分ですけれども、我々としてはプラッ

トフォーマーを認証するということで、安全性・信頼性の確保に真摯に取り組んでいるプ

ラットフォーム事業者を明らかにするということと、その取り組みをベストプラクティス

として規範化して各サービスの質を向上させるということを目的としています。 

 実際にマークを取得するとどんなメリットがあるのかというところを簡単に書かせてい



ただいていますが、まず一番大きいところとしては、消費者の方々にしっかりと対応して

いるプラットフォーマーだということでアピールできるということで、消費者の方々にと

っても、認証マークをとっているところについては真摯に事業に取り組んでいるという一

つの差別化ということが挙げられます。そのほか、保険料の割引だったりとか、自治体と

連携がしやすくなったりとか、海外展開に寄与するというところが、今後いろいろ事業展

開していく上でのプラスアルファのところになるかなというふうに思います。 

 16ページ目、17ページ目が、現在認証を取得している企業のサービスになります。19社

20サービスが現時点では認証されているということになります。比率としては、やはりス

キルシェアが多いと。半分以上スキルシェアという形になっています。 

 それ以降、ちょっとここら辺は省略させていただきますが、ビジネスと法規制というと

ころで、やはりシェアリングエコノミー、いろいろビジネスをやろうとするとたくさん業

法規制がかかってきますというところのご紹介です。 

 制度の説明に当たっての背景というところですけれども、シェアリングエコノミーがな

かなか諸外国に比べて日本で広がらないというところが何でなんだろうというところをア

ンケートしてみると、やはり事故やトラブルのときの対応に不安があるというところで結

果が出たというところをもって、この安心・安全をどう担保するかということでシェアリ

ングエコノミーの検討会議が開催されたという経緯になります。 

 済みません、ちょっと時間がないので飛ばさせていただいて、26ページ目、こちらが体

制の概要ですけれども、一応、お手盛りといわれないように、外部の有識者の方々に委員

に入っていただいて認証し、かつ、第三者委員会もつくってチェックをきかせているとい

う形になっています。 

 27ページ以降が実際の具体的な認証基準のモデルガイドラインの概要ですけれども、こ

ちらは省略をさせていただいて、済みません、時間がないのでさらに飛ばさせていただい

て、37ページ目、ＩＳＯ対応状況ということで、一応国際標準化も目指して、今、経産省

さんと一緒に動かさせていただいております。2018年度中にイギリスの規格協会と一緒に

規格をつくりながら、2019年、2020年に向けてＩＳＯ化を目指しているということです。 

 38ページ目以降が最後のまとめですけれども、一応今後の展望ということで、我々とし

てはＰＤＣＡサイクルを高速回転させて、その制度自体もそうですけれども、各プラット

フォーマー、プラットフォーム事業者もＰＤＣＡを回して業界全体を底上げしていきたい

というところと、現在、協会では、利用者側・提供者側のモデルガイドラインというもの



をつくっていこうという動きを一応準備しているところです。 

 次のページですけれども、国際的な議論、流れとしては、やはり世界でかなりシェアリ

ングエコノミーは広がっていますけれども、海外では、そのサプライヤーであるＣ、提供

者側の急増で、社会的な弊害が出てきている部分もあります。これは中国のシェアサイク

ルなどがそうだと思いますけれども、そういうのもあって、認証ルールを設けて自主的に

律していくという日本型のこのルールメイキングのあり方が注目を浴びていまして、一応

その国際標準化をやりたいですという話をしたところ、各国かなり興味をもって賛同して

くれているというのが現状です。 

 40ページ目ですけれども、プラットフォーマーの意識としては、シェアリングエコノミ

ー協会をはじめ、いわゆるプラットフォーマーがビジネスの中心になっているというのは

間違いないとは思います。プラットフォームビジネスというのはいかに利用者にとって便

利な場をつくれるかが勝負だということを、皆さんプラットフォーマーとしては考えてい

るところでして、どう利用者ファーストで、常に利用者の動態・感度・満足度をみていく

ということが大事になってきていると。消費者から評判が落ちればもう使われなくなって

しまうということで、事業が衰退するということになりますので、プラットフォーマーと

してはとにかく利用者のためにどうやっていくかということを考えながらやっていると。 

 41ページ目ですけれども、認証制度を運用してみて感じるところですが、プラットフォ

ーム自身が数百人規模の従業員を抱える──きょう発表されるようなヤフーさん、メルカ

リさん、楽天さんのような大きな会社であれば、リソースを割いて消費者保護、セキュリ

ティ保護という施策が打てるのだと思いますけれども、やはりスタートアップ、中には数

人、数十人のスタートアップ企業というのはいっぱいいますので、そこら辺はリソースに

限界があるというところも事実だと思います。そこで、我々としては、業界団体でうまく

使ってもらって、他社のヒヤリハット事例とかも参照しつつ、業界全体の底上げを図って、

連携しながらステップアップしていきたいというふうに考えています。 

 次のページですけれども、あくまでも認証制度というのはプラットフォーマーのあるべ

き姿を示すものなのですけれども、認知度の低さというのがやはり課題にはなっています。

プラットフォーマーを律しても、なかなかそこに参加してくれるユーザーの人たちのリテ

ラシーというものを上げていかないと最終的にはトラブルがなくならないというふうに感

じていますので、そこら辺の意識改革、啓蒙活動も必要だというふうに感じています。 

 我々としては、新しいルールメイキングの手段の一つとして、やはり変化の激しいビジ



ネス分野、特に１年や２年でビジネスモデルが変わってきてしまうようなビジネス分野で

は、共同規制というモデルは今後主流になっていくのではないかというふうに考えていま

す。 

 すみません、駆け足になりましたけれども、以上になります。ありがとうございました。 

 

○山本参事官  ありがとうございました。 

 では、続きまして、各事業者様、個々の会社ベースでの自主的な取り組みについてお伺

いをしてまいりたいと思います。 

 まず、ヤフーの畠山様からお願いしたいと存じます。よろしくお願いいたします。 

 

○ヤフー株式会社（畠山）  ヤフーの畠山と申します。よろしくお願いいたします。 

 私、ヤフーにおいて渉外部門を広くやらせていただいておりますので、本日は、「Ｃto

Ｃサービスにおける不正への取組み等」と書かせていただいているのですけれども、資料

５について説明させていただきます。 

 ヤフーは、基本的にはニュースメディアも含めてですけれども、広くいわゆるプラット

フォーム事業というものをやらせていただいております。今回は、プラットフォームの定

義は非常に難しいところではあるのですけれども、ヤフオク！サービス、特にＣtoＣ部分

のサービスについて説明させていただきたいと思います。 

 最初に、簡単に大枠を申し上げさせていただきますと、基本的には、ヤフオク！におい

ては、先ほど来から出ておりますように、出品者、落札者、いわゆる個人と個人が取引を

する際に、それは個人のユーザーその方自身が責任といいますか、基本的にはご自身の責

任でやっていただくということで、それをいかに我々のほうで促す仕組みをとるのか、そ

れを、例えばシステム的にどういうふうにそれを促していくのかということをまずは最初

に申し上げさせていただいて、もちろんヤフーにおいても取り組みをさせていただいてお

りますので、その自主的な取り組みみたいなものを後半で説明させていただくということ

で、説明させていただければと思います。 

 スライドの２枚目に移らせていただきまして、ヤフオク！の出品ページなのですけれど

も、ヤフオク！は、先ほど申し上げさせていただきましたとおり、いわゆるＣtoＣサービ

ス、個人と個人がモノを取引するというサービスを提供させていただいておりまして、一

部業者、いわゆる「Ｂ」と呼ばれる業者の方がモノを渡すというケース、物を出品すると



いうサービスもあるのですけれども、基本的には個人の方が出品して、個人の方が落札を

するという形になっております。 

 スライドの３枚目から、不正への取り組みということで１から９を書かせていただいて

いるのですが、順を追って説明させていただきます。 

 スライドの４枚目がガイドラインの部分なのですけれども、こちらは先ほども申し上げ

させていただきましたとおり、個人間での取引ということでありますので、ヤフオク！は

基本的にはご自身で、もろもろの評価等も含めて確認をしていただいた上で取引をしてい

ただくということで、システム的にそれをもちろん担保はさせていただいている上に、ガ

イドライン上もそれをきちんと説明させていただいているということでございます。 

 スライドの５枚目にいきまして、本人確認の部分なのですけれども、こちら、「出品時本

人確認」と書かせていただいているのですが、ヤフオク！においては出品時の本人確認と

いうのを、古物営業法上の本人確認義務というのが努力義務でございますので、それをさ

せていただいているということでございます。 

 端的には、具体的には２つのポツで書かせていただいている内容ではございますけれど

も、１点目が口座登録かクレジットカード登録が必須とさせていただいておりまして、こ

れは出品の前に入れさせていただく形になっております。 

 続きまして、２ポツ目の原則としてですけれども、こちらはいわゆる配送本人確認とい

う形になっておりまして、これは古物競りあっせん業者としての義務ではないのですけれ

ども、プラスアルファの自主的な取り組みとしてさせていただいているものでございます。

もともと古物営業法というのは盗品流通防止が基本的には趣旨となっているのですけれど

も、それを守ると同時に、盗品流通防止以外の部分の不正対策の部分にも役立っている面

はあるということではございます。 

 続きまして、６枚目の評価システムの部分なのですけれども、ユーザー自身が出品者の

評価を確認できるように、それが、評価をみてどういった出品者であるのか、これは取引

に当たって非常に重要な事項ではございますので、信頼できる相手かどうかというのをユ

ーザー自身がご判断いただくために、システム的にそれを担保するものとなっております。 

 続きまして、スライドの７枚目ですけれども、先ほどシェアエコ協会様からもありまし

たとおり、周知・啓発というものはやはりユーザーご自身が判断いただくのに非常に重要

なものというふうに考えておりますので、我々においてはヤフオク！に、「ヤフオク！ 護

身術」というところがページとしてございまして、この中でかなり詳細に、どういったト



ラブルがあるのか、まさにヒヤリハット事例みたいなもの、こういうことに気をつけてく

ださいということを毎年のように更新はさせていただいているのですけれども、比較的詳

細に書かせていただいているので、こちらをユーザー自身がご確認をいただくことによっ

てトラブル防止につなげていただくという形になっております。 

 続きまして、スライドの８ページ目ですけれども、トラブル口座登録というのがござい

まして、こちらも趣旨は同じなのですけれども、トラブルのあった口座、こういった取引

を行う際に口座というものは、相手方の口座に振り込むということがあるのですけれども、

その口座がトラブルに遭ったものでないかということを、落札した人、お金を振り込む人

自身がご確認いただいて、トラブルに巻き込まれないような判断材料の一つとしてご活用

いただいているという仕組みでございます。 

 続きまして、スライドの９ページなのですけれども、こちらからは、どちらかというと

ヤフー自身の自主的な取り組みというところの面になっております。パトロール及び措置

というところなのですけれども、「不正利用検知モデル」というふうに書かせていただいて

いるところが、世の中的にはいわゆるＡＩとかいわれることが多いのですけれども、不正

利用者がどういった行動をするのかとか、そういった行動パターンをモデル化したような

形で、それを解析して機械学習をするということで、パトロールをより効率的に行うとい

うことをやらせていただいておりまして、これは、日々不正利用者の行動も変わるもので

はございますので、データを蓄積しながら行動を分析して、日々のパトロールに役立てて

いるということでございます。 

 「不正利用者の再登録制限」というところなのですけれども、こちらはいわゆるブラッ

クリスト的なものではあるのですが、不正利用を繰り返す形の方が当然世の中にはいらっ

しゃるのですけれども、そうした方々は繰り返してＩＤをとれないように、再登録をブロ

ックするようなシステム──もちろん完璧ではないので、こちらも日々更新ではあるので

すけれども、基本的にはそういった再登録をブロックするようなシステムを構築させてい

ただいているということでございます。 

 これ以外も、パトロールという意味でいうと、権利者や団体──我々は権利者とのやり

とりも多いですし、団体にも所属させていただいて、そこでさまざまな情報を取得するよ

うに努力はしておりまして、その中で日々、こういった権利侵害品がないかということを

確認して、パトロールに役立てているということでございます。 

 続きまして、スライドの10なのですけれども、詐欺防止の取り組みというところでござ



いまして、先ほど事務局のご説明にもございましたように、基本的にはヤフオク！におい

ても、「モノが届かない」もそうなのですけれども、そういったトラブルというものは従来

から幾つか、ユーザー様から寄せられることはございまして、それを防止するための取り

組みの一つとして、「代金支払い管理サービス」というふうに銘打っているものではござい

ますけれども、ヤフー側で落札代金を一時的に留保させていただいて、落札者が商品の受

取を確認した後に出品者に入金を行うというふうな仕組みです。これは要するに、ヤフー

においてモノがちゃんと届いたよということを落札者自身が確認した後でなければお金を

振り込まないということをやることによって、モノが届かない詐欺といったものを防止す

るという趣旨になっております。 

 次のページが、それを図で書かせていただいているものではございますので、割愛させ

ていただきます。 

 続きまして、12ページの、捜査機関との協力なのですけれども、こちらは、ヤフー自身、

都道府県警や警察大学校とのやりとりの中で、こうした不正事例が多いとかいうことも情

報の蓄積としてさせていただいておりますし、警察の方々のほうにもさまざまな不正の手

口の共有をさせていただくということで、日々不正防止に役立てているというところでご

ざいます。 

 続きまして、13ページ目なのですけれども、ユーザーへのお見舞い制度というところで、

こちらは自主的な取り組みの中でもさらに進んだものといいますか、次にあるものなので

すけれども、ユーザーが被害を受けた際に、例えばモノが届かないといったさっきの例も

そうなのですけれども、偽造品が届いてしまったといった形のときも、一定の要件はある

のですけれども、ヤフーにおいて補償をするということをさせていただいております。 

 最後に、14ページの「あるべき自主基準」というところなのですが、こちらは、急にち

ょっとまた話が変わってしまって恐縮なのですけれども、今回のテーマであるプラットフ

ォーム自身にどういった社会的責任があるのかみたいなところの文脈で書かせていただい

ているものでございまして、ヤフーは、ヤフオク！において非常に長い間、ヤフオク！の

ＣtoＣサービスというものをプラットフォームとしてやらせていただいてきたということ

で、これまで述べさせていただいたような自主的な取り組みというものは、長い歴史の中

で積み重ねてやらせてきていただいたものではあります。基本的には、プラットフォーム

が責任を第一義的に負うということはないということの原則ではやらせてきていただいて

いたのですけれども、ユーザー保護の観点から、先ほど来述べさせていただいたような幾



つか自主的な取り組みを当然させていただいておりますし、消費者やユーザーを保護する

こと、それ自体がサービスの質の向上につながるということで、プラットフォーム自身が

自発的にそういった取り組みをしてくるということは、シェアエコ協会様が述べていたよ

うに、基本的にはユーザー保護それ自体がサービスの質の向上につながるのではないかな

と思っております。 

 なので、基本的には、ここで書かせていただいた「あるべき基準」みたいなものは、Ｃ

toＣサービスにおいて仮にあるとしたらこういうものなのではないかということで抽象的

に書かせていただいているのですけれども、それは細かく事前に定めるということは、プ

ラットフォームが、やはり新しい不正もそうなのですけれども、さまざまユーザーとのか

かわりがプラットフォームによって異なるということもございますので、そこは抽象的に

定めることしか現状は難しいのではないかなということで、これまで述べさせていただい

た細かいお話というところではなく、抽象的に２つ挙げさせていただいているという趣旨

でございます。 

 以上でございます。 

 

〇柳川小委員長  ありがとうございました。 

 すみません、私、おくれまして。 

 それでは、続きまして、メルカリの城様からプレゼンテーションをお願いしたく思いま

す。時間、恐縮ですけれども限られておりますので、やはり10分程度でお願いします。よ

ろしくお願いします。 

 

○株式会社メルカリ（城）  メルカリの城と申します。よろしくお願いします。10分と

いうことで、ちょっと駆け足でいかせていただきたいと思います。 

 資料のほうですけれども、最初は２ページ目に目次を書かせていただいております。本

日は消費者保護の取り組みを中心にお話しさせていただきたいと思いますが、ちょっとそ

の前に会社概要とサービスの特徴にも触れさせていただければと思います。 

 ３ページのほうで、会社概要でございます。従業員数、今は750名程度の会社で、５年程

度の会社です。海外を含めて1,200名程度となっております。 

 ４ページのほうですけれども、メルカリのご紹介です。個人間でのモノの売買ができる

プラットフォームを提供させていただいております。誰でも簡単に出品ができて、これま



でネットで取引を行ってこなかった方々にも簡単に利用できるようなサービス、そういっ

たものを心がけております。 

 ５ページのほうですけれども、幅広いジャンルの取引が行われているということを示し

ておりまして、これは取引が成立した流通総額ベースの割合になっております。 

 ６ページのほうで、「数字でみるメルカリ」ということなのですけれども、どれくらいの

方に利用されているのか。先ほど事務局のほうで、国民生活センター等のトラブル件数の

相談件数がありましたけれども、この右側のほうの流通総額をみると、大体同じような割

合で利用者数がふえてきているというような状況です。 

 ちょっとこのページ、数字が間違っていまして、棒グラフの一番右、「2017（年）６月期」

というのが２つあるのですが、これは「2018」の間違いです。済みません。 

 それから、７ページのほう、メルカリでは、３つの点をサービス提供に際して重視して

おりまして、先ほど来の「使いやすさ」というところ、それから「楽しく夢中になれる体

験」というところ、それから最後に、やはり「安全・安心なプラットフォーム」であると

いうことというのが個人間取引を行っていただくに当たっては非常に重要だと考えており

まして、ここが利用者に理解されないようなサービスというのはやはり成長にはつながら

ないのではないかなというふうに考えております。 

 ８ページ以降は、消費者保護の取り組みについてご紹介させていただければと思います。 

 初めの数ページ、まず仕組み面でトラブルを防止するようなことをやっておりまして、

こちらをご紹介させていただきます。その後、人力でのマニュアルオペレーション的な取

り組み、それから最後に、自分たちだけではなく外部との連携による取り組みというよう

な形で説明を進めさせていただきます。 

 まず、仕組み面なのですけれども、やはり個人間での取引で、一つ心配なのが決済にな

ります。こちらについては、いわゆる「エスクロー決済」というものを導入しておりまし

て、購入者の方が商品を購入した場合、代金を一旦メルカリに支払っていただいて、商品

が購入者に届いた後、出品者のほうに代金が支払われるというような仕組みになっており

ます。これが、詐欺防止であったり、届いた商品に不備があったケースなどのトラブルを

未然に防止しているというふうに考えております。 

 それから、次の９ページですけれども、また決済と同様に不安なところとして、配送に

関して、取引の相手方、個人間で自分の住所とか氏名を知られたくないというようなニー

ズも強くあります。そこで、メルカリのほうでは配送会社と連携しまして、お客様間では



匿名で配送し合えるような仕組みを導入しております。 

 10ページのほうですけれども、先ほどのエスクロー決済のほうにも関連するのですけれ

ども、取引の完了前に、お互いが相手のことを評価するという仕組みを導入しております。

商品の状態、出品者のマナーを評価して、初めて取引が完了すると。これが完了しないと

代金を受け取れないという形をとっております。 

 それから、11ページですけれども、先ほど匿名配送というのが、お互いは住所とか氏名

とかを知られないのですけれども、そうすると犯罪等にも使われることもあるので、事業

者、我々のほうとしては、個人の方の住所、氏名、生年月日等の登録を必須化しておりま

して、お金が引き出される前に口座照合を行わせていただいて、同一名義でないと引き出

せないというようなことをやらせていただいております。また、社内の監視基準にヒット

したお客様等については、免許証等の本人確認書類の提出もお願いしているところでござ

います。 

 それから、違反行為を行っても、またちょっと情報を変えて再度利用されるという方も

いらっしゃいますので、そういった方を防ぐために、口座情報ですとか住所、連絡先等、

違反行為を行った方の情報は蓄積しておいて、再登録を自動で防止できる仕組みというの

も入れております。 

 次は13ページから、これまでのような仕組みで極力問題が起こらないにようにしている

ところなのですけれども、そうはいっても問題が起こってしまうこともあり、メルカリの

ほうでは365日24時間体制での問い合わせ対応、違反出品監視等を行っております。 

 14ページがカスタマーサービス体制ということなのですけれども、大きく分けまして、

お客様のお問い合わせに対応する部門と、それから安心・安全のために、プラットフォー

ムの健全性維持のために、通報対応ですとか監視対応を行う部門に分かれます。 

 15ページが、お問い合わせ対応のほうなのですけれども、トラブル発生時、メルカリで

は、アプリ上でのお問い合わせになっており、文字で正しい情報を入力いただき、その情

報に基づいて弊社のほうも動かせていただいていまして、取引内容の確認ですとか出品情

報の確認を行って、アドバイス等をさせていただいております。問題の解決自体はやはり

当事者間での話し合いというのが原則だと考えておりますけれども、必要に応じて、当事

者間の間に入って仲裁というようなこともやらせていただいております。 

 また、次は16ページ、問い合わせがなくても取引が一定期間完了しないもの、先ほどご

説明したとおり、評価がなかなか最後までいかないというような取引があるのは何か問題



があるのではないかというふうに考えまして、こちらのほうからお客様に声かけさせてい

ただいて、トラブルの未然防止ですとか早期発見ということも努めております。 

 17ページのほう、トラブル発生時ですね。当事者間でお話し合っていただくのですけれ

ども、なかなか主張が食い違って、言い分を我々が聞いても、どっちが正しいのか、どっ

ちが間違っているのか判断がつかないような場合というのも結構ございまして、そういっ

た場合には、メルカリでは自主的に補償するということも行っております。というのは、

一度の嫌な思いでサービスを使っていただけなくなるというより、一度メルカリが補償す

ることで次以降もまた使い続けていただきたいという思いがありまして、こういったこと

も自主的にやらせていただいております。 

 次の18ページからが監視対応なのですけれども、まず出品監視ということで、ここに書

いてあるように、自分たちでパトロールしていたり、監視ツールへＮＧワードを登録して

やったり、それから通報を受けて目視で確認するといったようなことをやっております。 

 それから、19ページ、コメントについても監視を行っておりまして、必要に応じて注意

や文言削除を行っております。 

 それから、20ページのほうは取引の決済のところの監視です。一定期間に使用頻度が多

過ぎる方ですとか、取引開始から終了までが異常に早い方ですとか、高額な取引を繰り返

されている方等については、取引内容を精査させていただいて、ヒアリング等も実施して

いると。 

 21ページ、22ページは、最近はＡＩ等も活用して監視精度の向上も図っていると。ツー

ルによる自動監視によって──22ページのほうですけれども、出品させないように自動的

にとめる仕組みなどもやっております。 

 ここまでメルカリ自体で自主的な取り組みをご紹介してきたのですけれども、自分たち

だけで力不足のところは外部機関との連携で補完して取り組んでおります。 

 23ページのほうは、警察等との連携ということで、定期的に各県警等を訪問したりして、

意見交換を行ったりしております。 

 それから、24ページのほうは、偽物が出た場合にブランド権利者とも連携をして、真贋

鑑定ですとか偽物通報を行っているという話です。 

 25ページ、26ページは、国民生活センター、消費生活センターとの連携ということで、

全国の相談員さん向けの直通電話等も開設したりしております。 

 26ページのほうは、研修をやっているという紹介になります。 



 最後、27ページになりますけれども、同業他社との連携も各種行っておりまして、１社

だけで消費者保護や補正対策取り組みを行っても、ほかの、それが弱いところに悪いこと

をする人は流れていくという傾向がございますので、やはり業界全体での健全性の向上と

いうことが重要だと考えておりまして、こちらに書いてあるような団体を通じて積極的に

取り組みを行わせていただいております。 

 最後になりますけれども、これまでも個人間の取引はやろうと思えばやれたと思うんで

すけれども、やはりこのプラットフォームができて、これまで決済ですとか配送とか、不

安があったところを取り除くことによって、では多くの方がやってみようということで、

ここ数年すごく伸びてきているのではないかと。そういう意味では、プラットフォームの

出現によって安心・安全ということにみんな気づいて、今広がってきているのではないか

なと。ということは、結局、プラットフォームがないと、そもそもこういったものは使わ

れないと。プラットフォームがないというか、不十分なところは使われないというところ

で、結構利用者の方々もきちんと考えて使ってくれているのではないかなと。それが受け

入れられて、きょう、こちらに来ているような会社のサービスというのが結構伸びてきて

いるのではないかなというふうに思っております。 

 最後になりましたが、トラブルというのが本当に一切発生しないというのはなかなか難

しいと思っています。それをもう何とか減らしていくという努力、不断の努力を続けてい

くことも大切なのかなと思っております。 

 以上になります。 

 

〇柳川小委員長  ありがとうございました。 

 それでは、続きまして、楽天の片岡様からプレゼンテーションをお願いしたく思います。

恐縮ですけれども、やはり10分程度でお願いいたします。 

 

○楽天株式会社（片岡）  楽天の片岡と申します。 

 本日は、皆様は今、ＣtoＣの話をしたのですけれども、弊社ではやはり中心になってい

るのが「楽天市場」というＢtoＣのショッピングモールですので、そちらの取り組みにつ

いてご紹介したいと思います。 

 まず、２ページ目をみていただきまして、弊社もいろいろなビジネスをやっております。

プラットフォームといってもいろいろなものがありまして、一番左のシンプルな直販型も



ありますし、今までご紹介いただいたようなＣtoＣ型のフリマアプリもやっております。

一番多いのが真ん中のＢtoＢtoＣ型。ＢとＣが取引するためのプラットフォームを提供す

るというようなものがあります。ここには、ショッピングとかサービス利用みたいなもの

を例として挙げていますが、決済プラットフォームであったり、そういったものもプラッ

トフォームには含まれるのではないかなというふうに思っています。 

 次のページにいっていただいて、楽天市場での取引のおさらいなのですけれども、楽天

がモール運営者としてモールを開設し、そこに左上にいる出店者がお店をつくります。出

店契約を結んでいます。そして、楽天市場に──会員登録をしてもしなくても利用できる

のですけれども、利用する方が店舗と直接売買契約を結んで買い物するということになり

ます。四角の中にそれぞれの役割が書いてありますけれども、基本的に売買契約は出店者

と消費者の間で直接締結されるというふうになっております。当然ながら、出店者は特商

法上の販売事業者ということになっておりまして、個人事業主であっても必ず特商法上の

事業者としてみなしています。 

 その次のページですけれども、では、トラブルが発生したときにどのような対応をして

いるのかというところ、概略ですけれども、基本的には出店者と消費者との間の売買契約

になりますので、そこに関してトラブルがあった場合には出店者に対応をしてもらってい

ます。ただし、消費者が出店者に問い合わせたけれども、例えば回答が来ないとか、問題

が解決しないといった場合には、楽天側にも問い合わせ、対応依頼というものが来ますの

で、そういった場合には、まずは出店者と消費者との間に入って情報伝達を行います。基

本的に出店者は問題を解決したいと思っていますので、そのようにします。 

 ただ、最近力を入れてきているのが「楽天あんしんショッピングサービス」という補償

サービスを提供しておりまして、こちらに誘導することもございます。解決しない場合で

すね。 

 その次のページにいっていただきまして、あんしんショッピングサービスのことを紹介

しています。詳しい内容は、さらにその次のページにあるのですけれども、これはもとも

とは、楽天ももうかなり長い間やってきておりまして、昔はいわゆる夜逃げというか、い

っぱい注文をとっておいて、お金をもらっておいて、いなくなってしまうというようなも

のが過去にはありました。ただし、いろいろなノウハウを積んで、今はもうそういうのは

ほとんど起こらないのですけれども、そういった経験を踏まえて最初は登場したサービス

です。ですので、最初は本当に夜逃げみたいなものを対象にした補償サービスを始めたの



ですが、このＢtoＣモールというのは大分クオリティーが上がってきまして、競合も、い

ろいろ強力なところがあるということもあって、もっと高いレベルで闘わないと競合に勝

てないというような状況になってきています。ので、そういったどうしようもないトラブ

ルだけではなくて、お客様の満足度を上げるための補償サービスという形に最近は変わっ

てきています。 

 ですので、代金を支払ったのに商品が届かないというのも、何か、本当に届かないとい

うよりは、なかなか届かないというものが多かったり、あと、お届け予定日を過ぎて商品

が過ぎた。例えば誕生日に届かなければ意味がないものなのに誕生日に届かなかったとか、

それから、商品ページの内容と違うものが届いてしまったというものですね。そして、返

品することで合意を得ていたはずなのだけれども、返品したけれどもショップが対応して

くれないとか、それから、ブランド品を購入したけれども模倣品なのではないかといった

ものに対して、注文の翌日から90日以内にご連絡いただくと、補償条件に合致した場合は

最高30万円まで補償しますというものになっています。ただ、これは前提として、今我々

がふだんやっている取り組み、自主的な取り組みでトラブルを防止する策をやっているか

らこそできることでありまして、そこの取り組みの内容をご説明したいと思います。 

 その次にいっていただきまして、まず、出店者に対してどういうことをやっているかと

いうと、当然ながら規約ルール、ガイドラインといったものをつくっています。 

 それから、最近始めたものとしては、違反点数制度というのがありまして、昔は、違反

したら、これは直してくださいといって注意喚起をしたり、誓約書を書いてもらったり、

いろいろなことをしていたのですけれども、やはり違反を、ちょっとした違反でも繰り返

すところとか、そういうところにはもう少し厳しくしたいという思いや、ちゃんと見える

化して公平なルールをつくりたいということで、違反点数制度ということをやっています。

これは何かというと、違反によって点数が決まっていて、その点数が一定期間内に積み重

なるとペナルティーとして、例えばお店を閉める期間が決まっていたりとか、場合によっ

ては違約金をお支払いいただいたりとか、あるいは出店契約の解除というのが一番重いの

ですけれども、そういったものをするというのを点数化してわかりやすくしたというのを

開始しています。 

 それから、出店審査はもちろん実施していまして、いろいろな観点から、これもノウハ

ウを積み上げていろいろな観点から出店審査をしています。 

 それから、法令・ルール遵守の呼びかけ、啓蒙活動というのも、自分たちでも行政と協



力してもやっています。 

 それから、自主的なパトロール・調査。主に取扱商品や価格表示、広告表示といったも

のに対してパトロールをしていますが、出店のときにはわからなかった、継続した活動を

通じてわかる怪しい動きみたいなのもありますので、そういったところも追うようにして

います。例えば、急に売上が上がったとか、そういったものもキャッチできるようにして

います。 

 そして、先ほどもご説明しましたが、自主規制に違反した出店者にはペナルティーを科

すということを明確にしております。 

 その次のページにいっていただきまして、では、消費者に対してどういうことをしてい

るかというと、まず、ヘルプページの拡充ということで、何かちょっとしたお問い合わせ

があった場合に、自分で解決する方法をまず用意してあげるということ。 

 それから、問い合わせ窓口を複数設置しています。もちろん店舗に対する問い合わせ窓

口はありますけれども、楽天に対する問い合わせ窓口も、チャット、電話、メールと、複

数手段用意しております。最近はチャットがかなり人気というか、チャットを開設すると

皆さんチャットに流れてきて、満足度も高くなってくるという形になっています。 

 それから、先ほどちらっとご説明した、出店者に対する苦情に際して、仲介というか、

情報伝達ということを行っています。 

 それから、これはプラットフォームに対しては厳しい目もあったりするのですが、出店

者に開示される情報を一部制限しています。例えばメールアドレスはそのままみせない、

クレジットカード番号は渡さないといったようなことですね。これは、情報をプラットフ

ォームがもってしまうことにはなるのですが、やはりお客様のお買い物を安心してやって

いただくには必要な措置だと考えています。 

 それから、お買い物レビューが書けるようになっているのですけれども、そこのモニタ

リングもしておりまして、低い数値が来たときにはどういうことがあったのかということ

を調査しています。 

 それから、もちろん直接通報していただいてももちろん構わないのですが、各商品ペー

ジの上に、匿名でご意見窓口、通報ができる窓口を設置しています。 

 そして、先ほどご説明した補償サービス。 

 それから、ペイメントサービスの提供というのがあります。ここは最近力を入れている

部分でして、今まであった悩みとしては、何かトラブルがあったときに調査をするのだけ



れども、お金の流れがわからないと、結局それはお金が返ったのか返っていないのか、こ

ちらで把握できないというのがありました。クレジットカードとかで楽天のシステムを使

っていればわかったこともあるのですけれども。ですので、最近はペイメントサービスを

全体として楽天側で提供するような仕組みを拡充してきています。 

 それから、最近猛威を振るっているのが、なりすましメールがございまして、なりすま

しサイトも昔猛威を振るっていたのですが、いろいろ対策をしたら減ってきたのですが、

今はなりすましメールがかなりふえています。楽天を語ってメールを送って、リンクを踏

ませて、マルウェアに感染させるといったようなものや、フィッシングサイトに誘導する

ようなものですね。それに対する注意喚起ということをしています。 

 時間がないのでどんどん先にいきますが、その次、自分たち以外で、自分たちの対策に

対して、外部と協力してやっていることですね。 

 まず、行政との協力でいうと、警視庁とか経産省、消費者庁などと協力、いろいろなこ

とをしています。東京都の薬務課さんとは、もう昔から、薬機法に関する薬事広告監視の

協力というのをやっています。 

 それから、国民生活センターとか消費生活センターに対しては、意見交換とか情報交換、

勉強会等をやっています。 

 その次にいきまして、外部の中で民間の企業との取り組みですね。 

 まずは、ブランド権利者・権利者団体等、模倣品対策の協力をしています。今、もう1,000

ブランド以上の方と覚書を結んでいまして、偽造品対策をいろいろやっています。これが

あるから、あんしんショッピングサービスで模倣品の補償ができるのですけれども。 

 それから、不正注文の対策。これはどちらかというと店舗を守るためでもあり、お客様

を守るためでもあるのですが、不正注文を防止するために、賃貸管理団体と協力をして、

空き室情報を活用して、注文された届け先の住所が空き室だったりすると、それは不正注

文の疑いがあるのでとめたりとかいうことをしています。 

 それから、セキュリティベンダーの会社とは、なりすましサイト、あるいは、なりすま

しメールをみてわかったなりすましサイトとかフィッシングサイト、そういった情報、Ｕ

ＲＬをどんどんどんどん毎日提供していまして、セキュリティベンダーのセキュリティソ

フトの警告表示を出してもらうようなことなどをしています。 

 最後に、まとめになりますけれども、きょうの事務局の資料で、ＣtoＣとＢtoＣはトラ

ブルが同じなのではないかみたいなことが書いてありましたが、ＢtoＣとＣtoＣというの



はやはり根本的に違うところがあると思っていまして、というのは、ＢtoＣの場合、「Ｂ」

は基本的に継続して商売するつもりがあって、信用を構築しないと商売にならないという

ところがあるんですね。ですので、我々もそれを前提として、継続的にモニタリングして

いくことでわかってきたりすることがあるし、信用は大事なので、例えばたくさん取引の

ある中の、多少消費者で納得がいかないなということがあっても、消費者保護に寄せても

事業者にとってはそんなに大きな影響がなかったりすることがあります。ただ、ＣtoＣの

場合、継続して商売するつもりの人がいるというわけではなかったりするので、その１個

の取引がかなり大事になってきてしまうというところ。それから、継続してみていくこと

が難しい場合があるということ。それから、消費者保護に寄せようと思ったときに、どっ

ちに寄せることもできないという、間が難しいというのがありまして、弊社もＣtoＣもや

っていますのでよくわかるのですが、そこの前提が大分違うんですね。ですので、実は、

法律があるからＢtoＣではトラブルが起きていないというわけではなくて、そこの根本的

な姿勢の違いとかがあるので、そこをよく考えた上で対策を考えていかないと、「Ｂ」と同

じようなことをやればいいとはちょっと私は思っていないので、そこはよく考える必要が

あるなと思っています。 

 以上です。 

 

〇柳川小委員長  ありがとうございました。 

 それでは、ただいまのご説明を踏まえて、委員の皆様からご質問があればまずお願いで

きればと思います。それから、プレゼンテーションを受けてのご意見もあわせて頂戴でき

ればと思います。 

 それで、本日の小委員会では、主にＣtoＣ市場の出現に伴うプラットフォームのあり方

ということで議論を行っていますけれども、そのほかプラットフォームを議論するに当た

って重要な要素でありますデータの取り扱いや公平な競争環境についてのご意見、こうい

うものについてもご意見があればあわせてお願いしたく思っておりますけれども、まずは

プレゼンテーションを聞いていただいて、ご質問、ご意見等、ご自由にお出しいただけれ

ばと思いますが。 

 それでは、翁委員、どうぞ。 

 

○翁委員  質問なのですけれども、シェアリングエコノミー協会のほうからトラブルへ



の対応についてご説明をいただいたのですが、その中で、保険制度の拡充ということをコ

メントされていたのですが、今、具体的にどういうような保険の付保の動きとかがあるの

か、少し具体的な動きについて教えていただければと思います。例えばブロックチェーン

とかそういうものを使った動きなんかを海外なんかでも聞いたりはするのですけれども、

今、具体的にどういう分野でどういう動きが出てきているかということを教えてください。 

 

○一般社団法人シェアリングエコノミー協会（石原）  ありがとうございます。ご指摘

のとおり、ブロックチェーンを含めてさまざまな最新の技術を取り入れた保険というのは、

各社さん対応されているところではあるのですけれども、まだ日本ではそこまで確かなも

のが、商品が出てきているという状況ではないというのが現状です。ただ、各社さん、や

はり、それこそ損害保険会社さんは皆さん、ビジネス的に、自動運転とか、どんどん事故

がなくなる方向での、保険会社さんの本業であったところが、ビジネスがなくなる可能性

もあるという危機感もあって、このシェアリングエコノミーというのは非常に保険会社さ

ん各社さんが力を入れて広げようとしてくださっている分野でして、今までの保険商品で

対応できる保険は当然保険商品として対応していただいているところもあるのですけれど

も、かなり個別に、各社のビジネスモデルに応じて、こういうトラブルが起きたときに対

応できるような保険という、オーダーメードの保険をつくっていただいている会社さんが

かなりたくさんあります。 

 先ほど、認証制度をとると保険料を安くしますというのは、当然そういうトラブルが起

きないようにいろいろな取り組みをやっている会社さんにとってはリスクが低いというこ

とで、保険料を下げますという、保険会社さん側の認証制度への期待も含めてやっていた

だいているのですけれども、私が所属しているスペースマーケットという時間貸しのサイ

トを運営している会社なんかも、保険会社さんと一緒に組んで、あらゆる時間貸しに、そ

のプラットフォームさえ通してくれれば、ものが壊れたりとか、もしくはそこに貸し出し

た場所の何か、古民家とかを貸して床が抜ける──余りないのですけれども、床が抜けて

人がけがしてしまうとか、そういう、ありとあらゆるトラブルに対応できるオーダーメー

ドの保険をつくっていただいて、上限額もかなり、マックス１億円までで、免責額も０円

という形で、かなり充実した補償の保険をつくっていただいたので、そういう各社、交渉

力によってかなりそこが、オーダーメードの保険をつくってもらえるかどうかというのは、

取引量が少ないとなかなかつくってもらえないので、そこは難しいのですけれども、それ



は、協会がそれをとりまとめて保険会社と交渉することで、いい保険をどんどんつくって

いってもらうというのを、今現状頑張ってやっているというところです。 

 

○梅澤委員  まず、保険に関してシェアリングエコノミー協会さんにお話を聞きたいの

ですけれども、例えば自主規制として、当社ではこのような保険契約を締結していますと

いうことを公表する自主的なルールというのを設けたりされているのでしょうか。 

 

○一般社団法人シェアリングエコノミー協会（石原）  ありがとうございます。一応、

全てのプラットフォーマーにそれを適用してしまうと、かなりプラットフォーマーの中で

も、例えばお子さんを預かるベビーシッター系のサービスだったりとか、生命・身体に影

響があり得るようなサービスから、一切対面せずに、占いをしますとか、そういうスキル

シェア系のサービスも、本当にさまざまなサービスの対応がありますので、我々の認証基

準としては、そういう何か適法性に関する部分だったりとか、生命・身体に関係する部分

のサービスについては、ハードルをそこは上げて、保険制度に加入している云々というと

ころの基準を一つ設けています。ただ、全てに適用してしまうと、当然そこにそぐわない

というか、そこまでサービスレベル的に危険性が余りないよというところにはこの認証制

度が適用されなくなってしまいますので、そこら辺のハードルをうまく分けながら、危険

性があるところについては保険を必ず課すようには、ハードルとしては設定しています。 

 

〇森委員  ありがとうございます。私は、事務局でつくっていただきました資料３につ

いてちょっとご質問をさせていただこうと思うのですが、３枚目、４枚目と、問題意識を、

図を書いてご説明いただいていまして、３枚目は、このＣtoＣのサービス提供者に各種規

制が適用されないということをどう考えるかと。全くそのとおりだと思いまして、ここま

でにもいろいろな議論が出ていたかと思いますが。 

 この４枚目のほうですけれども、この中間事業者問題というのがありますねということ

なのですけれども、この中間事業者というのがちょっと、プラットフォームに固有のもの

なのかといいますか、プラットフォームの三角形と中間事業者というのをどう考えたらい

いのかがちょっとわからない部分もあるかなと思っておりまして。 

 ちょっと、その考え方のヒントとして、中間事業者といわれるようなもので、金融と民

泊以外のプラットフォームに関して、中間事業者って何かありませんでしょうか。もし思



いつくものがあればちょっと教えていただきたいのですが。金融と民泊以外です。 

 

〇柳川小委員長  事務局のほうにご質問ということですね。 

 

○山本参事官  むしろ委員の皆様のお知恵をいただきたいところではありますけれども、

さまざま取引の仲介というところでありますと、今おっしゃっていただいた金融サービス、

また民泊のようなもの以外のあらゆる商材みたいなものというのは、観念的にはあり得る

と思いますが、実際の事業者として、例えばこういったものというところでいいますと、

ちょっと……。例えばこういうものというのを今明示するには、私のほうからはちょっと

至らない感じでございます。申しわけございません。 

 

〇森委員  ありがとうございます。ちょっと私が思いましたのは、確かにＣtoＣのとき

に、一番わかりやすいのは民泊の理念とかをやる業者で、独禁法でちょっと、エアビーの

何か独占契約みたいな、排他的契約をそういう中間事業者と契約したからだめだみたいに

怒られていたケースがありましたけれども、ホスト側で、ホストが全部やるというのは結

構大変な、きれいにお家や部屋を保っておくというのはそれなりに大変なことなので、そ

れを一括して請け負うみたいなのがあったかと思いますし、それは割とＣtoＣにおいて本

質的なことなのかなとも思う一方で、本来はそういうベンダーとなるＣが、そのベンダー

となるＣが、Ｃでもベンダーとなれるような機能というのは、何となくプラットフォーム

にそもそも内在されているというか、そのプラットフォームの中に組み込まれているのが

割とわかりやすいＣtoＣプラットフォームで、そこのところが別の業者にちょっと出てい

るというものが、まれに中間事業者なのかなという気もしておりましたので、ちょっとご

質問した次第です。すみません。 

 

〇小塚委員  今の資料について、事務局の趣旨は、例えばオークションサイトで、実際

配送する宅配業者のようなものを「中間事業者」とお書きになっていたのかと思いました。

宅配業者の運び方が悪くて例えば物が壊れた。出品者から見るときれいなものを出品して、

購入者からみると壊れたものが届いたというときに、購入者、出品者、プラットフォーマ

ーのどこが負担するのか。最終的にはそれは運送業者に請求できるのですけれども、どこ

が負担するのだというお話かと私は理解しました。 



 

〇森委員  なるほど、なるほど。わかりました。ありがとうございました。非常によく

わかりました。ちょっと私は、そうしますと、若干、余りにも狭く考え過ぎていたようで

して、むしろ中間事業者というか、イメージとしては、プラットフォームを用いた取引に

かかわってくる人たちによる、つまりプラットフォーム外の人たちによる影響を、リスク

を誰がとるかと。わかりました。ありがとうございました。大変失礼しました。よくわか

りました。 

 

〇柳川小委員長  今のあたりは多分僕もそのようにみていますけれども、恐らく、もう

少しいろいろな考え方もあるのだろうと思いますので、事務局のほうもそんなには決め打

ちしているわけではないのだろうと思いますけれども、もう少しいろいろ可能性を考えて

ということでご覧いただければと思います。 

 では、どうぞ。 

 

○加毛委員  事業者の皆様に対する質問は別途ございますが、森先生・小塚先生から事

務局資料に対する言及がございましたので、まず、事務局資料に対する意見を申し上げた

いと思います。今後、議論の取りまとめを公表することに向けてのお願いということにな

ります。まず、３ページの一番下の左側のボックスにおいて、「ＣtoＣでの取引であり、情

報の偏在性が存しないと想定される取引である」と記載されています。しかし、ＣtoＣ取

引であっても情報の偏在という事情はあると考えられます。そもそも情報の偏在がない取

引というものを想定できるのか疑問です。単純な売買契約でも、売主のほうが買主よりも、

商品に関する情報を持っているのが通常であるわけです。おそらくここでの叙述の趣旨は、

消費者契約法等が適用されないということを表したいのだと思います。そうだとすれば、

消費者契約法１条の文言に即して、「情報の質及び量並びに交渉力に構造的な格差があると

はいえない」というような表現のほうが良いように思われます。現在の表現ぶりは誤解を

与えるおそれがありますので、修正をご検討いただきたいと思います。 

 次に、４ページにつきまして、紫色の矢印の右側に書かれている内容を整理する必要が

あるように思います。「中間事業者の倒産」というのは倒産リスクの問題ですが、これと「誤

発注・誤送金」は問題の性格を異にします。「誤送金・誤発注」については、利用者に原因

がある場合も中間事業者に原因がある場合も考えられます。さらに、続く「不正」という



のも、中間事業者が不正を行った場合であるか、それとも第三者がシステムに対して不正

なアクセスをした場合であるのかによって、かなり問題の性質が異なって参ります。利用

者に損失が生じた場合の処理の問題を考えるうえでは、このあたりをもう少し整理をして

議論していく必要があるだろうと考えます。 

 

○山本審議官  加毛委員のご指摘の、偏在性がないということではなくて、著しさとい

う点に着目すべきという点と理解いたしました。この点についてはきちんと修正したいと

思います。 

 あと、先ほどから森委員、小塚委員、加毛委員からのご指摘があった中間事業者のとこ

ろの整理につきましては、今いただいた点、ご示唆も含めて、ちょっともう少し整理を進

めていきたいと思います。プラットフォーマーサービスの供給者、このあたりとのそれぞ

れの距離感は確かにさまざまだと思いますので、もう少し整理を進めてまいりたいと思い

ます。またご示唆をいただきたいと思います。ありがとうございました。 

 

〇柳川小委員長  ありがとうございました。それ以外にどうぞ。 

 

〇小塚委員  ヤフーの資料の最後の方で、法的な責任ではないけれども自主基準として

ということで、不正利用を防ぐという体制をつくる、それからきちんとした説明をユーザ

ーにするという２点を挙げられたのですが、ちょっと、そのご趣旨はどういうことなのか

なというのを確認させていただきたいのです。 

 というのは、プラットフォーマーに法的責任がないということは最初の方にも言われて、

それは、私の理解では、要するにプラットフォーム自身が売り主になったり買い主になっ

たりしていない。あくまでも場を提供しているだけであるという御趣旨かと思います。そ

れはそうだと思うのです。ただ、場の提供者として負うべき責任として、ある部分までは

法的なものがあるということは、それはそれでまたあり得て、挙げておられるものは、む

しろそうなのではないかと。 

 そうなのではないかと思った一つの理由は、事務局資料にも出ていた平成20年のヤフー

判決です。ここで責任があるといわれているのは、欠陥のないシステムの構築と詐欺被害

の防止に向けた注意喚起という、ここまでは、一般論としては責任があります。事案にお

いては問題がなかったということですが、一般論としては責任がありますといっていて、



きちんと一致しているのですね。ですから、御報告で挙げられた点というのは、実はプラ

ットフォームとしての責任の範囲のことなのではないか。そして、恐らくこれはプレゼン

のご趣旨ではないかと思いますが、それは単なるオークションのプラットフォームだけで

はなくて、実はいろいろなプラットフォームに共通の問題ではないかというご趣旨と伺っ

たのです。私もそれはそうだろうと思いますので、ここまではプラットフォームとして行

うべきことで、単なる社会的責任ではないのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

 

○ヤフー株式会社（畠山）  ありがとうございます。ご指摘いただいた趣旨は、そのと

おりのものもあるかなと思っているのですけれども、私が述べたかったというのは、どち

らかというと、これまで我々が自主的に行ってきた取り組みというのが本日述べさせてい

ただいた部分であり、これが、そのまますなわちあるべき自主基準になるわけではないと

いうのが、まず述べたかった部分であったということです。 

 それはどういうことかというと、もう少し補足いたしますと、これはもうメルカリさん

もおっしゃっていたところではあるのですが、基本的にはユーザビリティを向上するため

に、もろもろの施策をやらせていただいていると。そういったユーザー保護の取り組みと

いうものを例えばしなかったらどうなるのかというと、それはユーザーが離れていって、

結果として現状サービスを継続できていなかったのではないかなというふうに、推測では

あるのですけれども思っていると。なので、こういった自主的な施策をやらせていただい

ていると。その方策自体は幾つかあるのではないかと。例えば、それが不正利用体制の整

備──もちろんこれが法的責任かというところは、我々の訴訟でありますので、ヤフオク

訴訟のところではどこまでの範囲かというところはもちろんあるのですけれども、これが

不正利用体制整備、ユーザーへの説明という形で抽象的にまとめられて、その手段として、

述べさせていただいた方法はあるのですが、それの一環として整理できるというところで

ございまして、その手法自体は、プラットフォーマーそれぞれによって当然ユーザーとの

関係性も異なるところではありますので、その手法が幾つかあり得ると。それは当然の前

提でお話をさせていただいているというところでございます。 

 

〇柳川小委員長  よろしいですか。 

 

〇小塚委員  それならわかります。つまり、抽象的に言えばこの２つの点は、私は法的



に義務があるのではないかと思いますが、それを具体化する方法はいろいろあって、それ

が全て法的義務になっているのではないと、そういうご趣旨であればわかります。 

 

○加毛委員  事業者の皆様に対して、大別すると２つの質問がございます。第１点は、

本人確認に関するものであり、第２点は、代金の支払いに関するものです。 

第１点の本人確認につきましては、まず、本人確認を行う目的を、どのあたりに定めて

いらっしゃるのかをお教えいただきたく思います。ヤフーの畠山さんのご説明では、古物

営業法における盗品流通の防止という趣旨が言及されていましたが、犯罪や違法行為の防

止を主たる目的として本人確認を行っているのか、それともプラットフォーマーの信用担

保にとって重要であると指摘されているトラブル対応などに主眼を置いて本人確認を行っ

ているのか。その辺りに関するご感触をお聞かせ願えればと思います。シェアリングエコ

ノミー協会の石原さんと、ヤフーの畠山さんに対するご質問となります。 

 次に、ヤフーの畠山さんあるいはメルカリの城さんに対する質問なのですが、出品者や

提供者として登録されているＣの背後に多数のＣが存在するということについて、問題が

生じているということはないでしょうか。つまり、自分自身では出品をしたくない人にか

わって出品をするというタイプの出品者が存在しないのだろうか、ということです。仮に

存在するとすれば、本人確認との関係では、直接の出品者の背後にある人たちを、いかに

して把握するのかが重要な問題になるような気も致します。そのあたりのご感触を伺えれ

ばと思います。 

 

○一般社団法人シェアリングエコノミー協会（石原）  それでは、１点目の本人確認の

ところ、シェアリングエコノミー協会のほうからご回答させていただきます。 

 我々も業界団体ですので、各サービスによってかなり本人確認の程度というのが変わっ

てきているというのが前提ではあるのですけれども、先ほど申し上げた子どもの安全性と

かに関する、生命・身体に危害が加わるような、加わるおそれがあるようなサービスにつ

いては、各社さんいろいろな取り組みをされているのですが、必ず面談をするとか、そこ

までしっかりやって、一定程度の質の担保も含めて、しっかりとした人物であるという面

談のような形で本人確認をしているところもありますし、私の所属しているスペースマー

ケットの例でいいますと、本人確認、やはり、先ほど片岡さんからもありましたけれども、

シェアリングエコノミーの特徴として、本気でご商売されるというよりは、気軽にご商売



というか、お金を、副業のような形で始められる方も多いので、やはり何かレビューが、

悪いレビューがついたら、もう捨てアカウントにして、次また生まれ変わって、またその

市場に入ってくるような形というのが可能になってしまう世界ではありますので、そこら

辺の二重アカウント、ヤフーさんも話がありましたけれども、二重アカウントを防止する

目的も含めて、本人確認というのをしっかりとやるというのが一つ大きなポイントになっ

ているというふうには感じています。 

 

○ヤフー株式会社（畠山）  ありがとうございます。ヤフーでございます。 

 まず１点目の本人確認の部分なのですけれども、こちらは先ほど来述べさせていただい

た、もちろん古物営業法の観点の、古物競りあっせん業者としての本人確認の義務として、

盗品流通防止がもちろん第一義的な目的としてはさせていただいているのですけれども、

おっしゃっていただいたように、盗品流通防止以外にも、口座の番号であったりとか、ク

レジットカードの登録が必須になっているということによって、例えば詐欺であったりと

か、偽造品を出すような方々にとっても、それは不正をする際に登録がされていたら、基

本的には、例えば偽造品を販売してしまったら刑事的な訴追を受ける可能性がありますし、

それに対して口座やクレジットカードといった情報によって捜査機関が追うことかできる

とか、そういったこともありますので、基本的には違法なものに対して一般的に抑止効果

はあるのではないかとは考えております。 

 ２点目の点についてなのですけれども、ＣtoＣの背後にさらにＣみたいな形の方がいる

のではないかというご指摘かなとは思うのですけれども、こちらは当然、出品者自身が、

ご自身の方が出品していただく、モノを出していただくということは、当然ガイドライン

等にも書かせていただいて、それが原則にはなっているのですけれども、当然背後にさら

に何か別の方がいたりするケースはもちろん考え得るかなと思うのですが、どういった場

合にそういう方がいるのかということをプラットフォーム側で確認することは、そもそも

非常に難しいケースになるのかなとは思っております。もちろん、だからといって何もで

きないのかということでいえば、何か、さまざまな怪しい行動みたいなものを、それこそ

行動分析して、何か不正を行うような形で、背後にいるパターンをあぶり出せるような形

になってくれば対策はできると思うのですけれども、それはもちろん、不正なことをその

背後の人が行うという前提でお話をされているのかなと思うのですが、そういったケース

が積み重なれば対策は進んでいくのではないかとは思います。 



 

○株式会社メルカリ（城） 実はメルカリも本人確認を、資料でも11ページのほうで触れ

ておりましたので、そちらについても答えさせていただきますと、ヤフーさんと同じなの

ですけれども、やはり抑止効果と、それから追跡できるトレーサビリティーと、両方の観

点から、一定程度の本人確認というのは有効かなと考えております。やはり匿名ですと、

わからないことをいいことに、結構コメントが荒れたりとかそういうこともあろうかと思

いますので、本人情報を事務局としてはしっかり把握しておきたいなと思っておりますし、

何かお客様間でトラブルがあって連絡がとれなくなったというような場合も、きちんと情

報を押さえておくことで追跡することかでき、トラブル解決にもつながると考えておりま

す。 

 それから、自分にかわって出品してもらうケース、弊社ももちろんそれは禁止しており

ます。それで、ヤフーさんと同じように、やはり取引内容ですとかコメント等をみながら、

この人、何か、誰かのかわりにやっているのではないかというようなのをみつければ、そ

れは注意、警告をしております。 

 それと、もう一つ、これは多分ヤフーさんもやられているのではないかと思いますけれ

ども、ユーザースクリーニングということで、初回出品時に反社チェックですとか、実は

犯歴チェックみたいなものも、外部のデータベースですとか暴追センターのデータ等を活

用して行わせていただいております。ですので、もちろん暴力団そのものという方はすぐ

わかるのですけれども、その共生者といわれるような方々についても、みつければご退出

いただくというようなスクリーニングは実施しております。 

 

○楽天株式会社（片岡）  すみません、弊社もラクマをやっているので回答をさせてい

ただければと思います。本人確認の目的は、やはりその抑止効果と、あと、我々としても

追加で情報が欲しい。例えばお金を渡すときに、不正防止のために追加で情報が欲しいと

いうようなときがありますので、いただくことがあります。 

 ただ、なかなか難しいのが、ＣtoＣの場合、相手の情報はしっかり確認してほしいけれ

ども、自分の情報は渡したくないというような方って結構多くて、そこのバランスを本当

に考えないと成り立たなくなってしまうので、基本的には不正が防止されるように本人確

認を適切なタイミングで行うというようなことをしています。 

 あと、提供者にかわって出品するような人がゼロとは思わないですけれども、あんまり、



それで問題になるというケースは聞かないですね。研修はしていますけれども。 

 

〇柳川小委員長  よろしいですか。 

 

○加毛委員  第２点の代金の支払いに関する質問を続けてしてもよいでしょうか。ヤフ

ーの畠山さんとメルカリの城さんのプレゼンテーションの中で、代金の支払いについて、

購入者はヤフーあるいはメルカリに対して代金を支払い、それを一時的に留保しておいて、

購入者に商品が届いた時点で出品者に対して代金の支払いがなされるというシステムを採

用されているとのご説明がございました。このシステムにつきまして、まず、弁済の効果

は、ヤフーあるいはメルカリに対して支払いを行った時点で生じていると理解してよいで

しょうか。あまり想定し難いところではありますが、例えば、商品が購入者に届いた後に

出品者への代金支払いがなされる間にヤフーやメルカリが倒産した場合、購入者は、すで

に弁済をしているので、出品者に対して買主としての責任は負わないということになるの

でしょうか。また、仮にそうだとすると、ヤフーやメルカリは、一時的に出品者のお金を

預かることになるのだと思いますが、顧客資産の保護のために、どのような取り組みをさ

れているのかについて、ご説明をいただければと思います。 

 最後に、ヤフーの畠山さんから「お見舞い制度」に関するご説明がございましたが、こ

れは、購入者が代金を支払わなかった場合に出品者に対して補償をする制度と理解してよ

ろしいでしょうか。これに対してメルカリの城さんのご説明では、代金の未払いに関する

補償は行っていないと理解しましたが、その理解に間違いはないでしょうか。プレゼンテ

ーションの内容に関する補足的なご説明をいただければと思います。 

 

○ヤフー株式会社（畠山）  ヤフーでございます。１点目の代金支払い管理サービスの

債権の部分でございますけれども、結論からいうとご指摘のとおりで、支払った段階で規

約上は債権債務関係が消滅するということにさせていただいております。 

 ２点目について、資産保護の取り組みの部分ですけれども、こちらは収納代行という形

で整理させていただいているので、一般的な収納代行業者と同じ形の資産保護といいう形

で整理をさせていただいておりますし、期間としても長い間はもたないようにしておりま

すし、金額を一定程度上限を設けてということでやらせていただいているので、一定程度

の資産保護になっていると思っております。 



 ３点目の未着未入金のところの補償の話なのですけれども、こちらは未入金の部分も含

めて補償対象にしているということでございますので、ものが届かなかったケースの落札

者もそうですし、お金が振り込まれなかったケースの出品者に関しても補償対象はさせて

いただいているということでございます。 

 

○株式会社メルカリ（城） メルカリのほうも、まず弁済のほうの話ですけれども、メル

カリの立場は、出品者から委託を受けての代理受領という形ですので、購入者から支払わ

れた時点で購入者の方は弁済完了ということになります。では、メルカリがもっている間

に倒産とかをしてしまったらどうなるのだというところなのですけれども、まず、購入者

から支払われたお金というのは、別口座で分離されて保全されていて、メルカリは手をつ

けないということになっているのと、それから、実はメルカリ、資金移動業ですとか前払

式支払手段の登録等もしておりまして、その部分に関するところにつきましては、資金決

済法に基づいて、移動業であれば100％供託であったり、銀行保証、それからポイントの部

分の前払式支払手段については50％の供託等を行っており、保全を図っております。 

 ２点目のほうの、メルカリのほうは未払いには対応していないのではないかというとこ

ろなのですが、資料の８ページのほうをちょっとみていただきたいのですが、メルカリで

は、購入者の方が代金を支払った後、それを確認した上で出品者が配送するということに

なっていますので、そもそもお金が支払われずに先に配送するということがないので、そ

の未払いに対応する必要がないというふうに考えておりまして、出品者がお金を得られな

いということはないのかなと思います。 

 ただ、１個あるのは、配送中にトラブルに──配送業者の責任だと思うのですけれども、

そこで何かあった場合には、出品者のほうにも補償を行うということは行っております。 

 

〇柳川小委員長  よろしいでしょうか。そのほか、ご意見、ご質問、いかがでしょうか。 

 

○唯根委員  すごく基本的な質問で申しわけないのですけれども、これは、メルカリさ

んの取引のジャンルのエンタメ用品というのは、これは物販だけなのでしょうか。コンテ

ンツや何かも入るのでしょうかという素朴な疑問と、それから、シェアリングエコノミー

協会さんが５つの分類をされているのですが、今非常に、消費者って、アプリや何かをダ

ウンロードして占いサイトや何かに誘導されて、高額な課金をされてしまう被害や何かが



結構、一時代前はサクラサイトという被害だったのですが、最近はどちらかというとそう

いう占いサイトみたいなところであおられてというような被害が結構出ているのですが、

そういうような事業者さんとかもこの分類の中に、「シェア×スキル」とかという分野にお

入りになるのかどうか。その辺ちょっと伺いたいのですが。 

 

○株式会社メルカリ（城） では、先にメルカリのほうからお答えさせていただきます。 

 ジャンルの中のエンタメというところは、コンテンツ等は含まれておりませんで、あく

までハードのフィジカルなもの、書籍ですとかＣＤ、ＤＶＤ、それからゲームソフトとい

ったものが多くなっております。ゲームのアカウントとか、そういったものはここに入っ

ていないですし、禁止しております。 

 

○一般社団法人シェアリングエコノミー協会（石原）  ２点目の、占いのサイトのとこ

ろですが、先ほど私が占いといったので出てきたご質問かもしれませんけれども、一応「ス

キル×シェア」のところにたくさん並んでいるところで、ｃｏｃｏｎａｌａさんというサ

ービスなんかでは、占いとかを、自分の得意事をシェアして、500円とか1,000円のお金を

もらうというような形でサービス提供をしている提供者さんも、いらっしゃるのはいらっ

しゃいます。ただ、そこが何か高額請求をされる云々というものではなくて、非常に安価

なもので、かつ料金も明示されていて、レビューとかもしっかりと書かれているというよ

うになりますので、そういういわゆる何かサイトに誘導して高額請求をするようなサイト

というものは存在していないという理解ではおります。 

 

○柳川小委員長  よろしいですか。 

 

○生貝委員  少し漠としたご質問になるのですけれども、きょう、４方いらしていただ

いて、やはりメルカリ様、ヤフー様、楽天様、非常に大手のプラットフォームで、そして、

石原様、シェアリングエコノミー協会、やはりかなりスタートアップを中心とした、新し

い、比較的小規模のプラットフォームに対してベストプラクティスの共有、そして共通の

ルール・信頼性の確保ということをやっていこうという、比較的スタートアップと、比較

的大きいプラットフォーム様という対比であったかなというふうに思うのですけれども、

多分、中でも大きなプラットフォームの方々は、余り共通のルールをつくってというより



は、非常にやはりそれぞれみずからのサービスに合わせた形で、いろいろなお取り組みを

やられる形で消費者保護を達成しているというところであったときに、ただ、一方で、ま

さに巨大な大きなプラットフォーム同士の何かしらのそういった消費者保護の面での協力

というふうにいったようなものは行われているのかということを。例えば、そういった不

正利用に対するベストプラクティスの共有というのもあり得るでしょうし、あるいは、本

人確認ですとかあるいはブラックリストのようなところを含めても、何かやはり個人の、

特定の個人がどうあるかというふうにいったところを含めて可能性はあると思うのですが、

まさにそのプラットフォームを超えた協力というものが何か行われたことがあれば教えて

いただきたいなということでございます。 

 

○ヤフー株式会社（畠山）  ヤフーでございます。こちらは、メルカリさんが資料には

書かれていたところではあるのですけれども、我々、私のところのヤフーが幹事となって、

偽造品対策の部分に対してはＣＩＰＰというところで偽造品について情報を共有し合って、

こういった偽造品がありますよということを権利者と我々プラットフォームの間で情報共

有をし合って、例えばこういうふうな特徴がある偽造品であれば、それは削除しましょう

ということを、それぞれ自主ガイドラインみたいな形で握り合うということで、これは偽

造品排除の観点ではまずやっています。 

 次に、ＥＣ事業者協議会というところで、これもメルカリさんからいっていただいてい

るところではあるのですけれども、例えばそういったところで、盗品対策の部分について

警察庁様をお呼びして、こういう形でどうかとか、製品安全についても同様の取り組みを

やらせていただいたり、それはプラットフォーム間でやらせていただいていることはすで

にテーマごとではあるというところでございます。 

 ご指摘のとおり、ブラックリストの共有みたいな話も、当然、出ては消えて、出ている

ところではあるのですけれども、それはなかなか個人情報の観点から難しかったりとか、

それは幾つか議論は当然あるところではあります。他にも、クレジットカードとかでいえ

ばＪＣＡさんとか、そういったところでも協議はされているところではあるのですけれど

も、結論としては各スポットごとで、それぞれテーマごとに情報共有をさせていただいて

いるのが現状というところでございます。 

 

〇柳川小委員長  そのほか、いかがですか。 



 

〇森委員  ありがとうございます。意見なのですけれども、先ほど中間事業者の──事

務局の資料３の４ページなのですが、中間事業者のことでちょっと理解不十分なままご質

問したところ、事務局からも小塚先生からも加毛先生からも的確なご指摘をいただきまし

て、ちょっと考えが何となくまとまりましたので申し上げておこうと思いますが、やはり

確かに、この三角形の外側との関係をどう考えるかというのは、割とこのプラットフォー

ムの問題の重要なところかなと思っていまして、しかも、今まで割とよくいわれていた話

というのは、ベンダーですよね。ここでいうと、供給者側が、もしかしたら消費者のこと

もあり得るのかもしれませんけれども、そのベンダーが外部の第三者に対して加害行為を

したときにプラットフォーマーが責任を負うかというのが、チュッパチャップス事件とし

て知られているものだったわけですけれども、ここでは消費者保護の必要性という話にな

っていますので、外部から何かあったときに、この三角形の外側から何かあったときに、

そのリスクをもしかしたらプラットフォーマーがもつことがあるのかという問題ではない

かと思っていまして、そうするとやはり、それは自然現象だったりとか、悪意の攻撃だっ

たりとか、配送業者みたいなものの責任ということが考えられるのだろうと思いますけれ

ども、プラットフォーマーを隠して右と左の２人だけをみれば、恐らくはこれは民法の危

険負担の問題であったり、履行補助者の問題であったりで、すっきり解決がつくのかなと

思いますし、仮にこのプラットフォーマーを、ではわかりましたと、この三角形の一番上

のところまで入れて、三角形でみましょうということになったとしても、先ほどの──先

ほどといいますか、ヤフーの事件で示された安全なシステムを構築する義務というものが

一般的なルールとしてあるのだとすると、それは例えば、何か攻撃を受けたときにそのデ

ータがなくなってしまいましたとか、そういうことであれば、それは技術的な意味でのシ

ステムの提供者としてやることをやっていたかということがプラットフォーマーに問われ

るのだろうと思いますし、そういう意味では既存の法理の組み合わせで整理できるのかな

と思いましたので、改めて、ちょっと何か、あんまりちゃんとまとまっていませんけれど

も、申し上げておきたいと思います。 

 

〇柳川小委員長  ありがとうございます。そのほか、プレゼンに対するご質問だけでは

なくて、ご意見等をよろしくお願いします。 

 



〇小塚委員  では、私も、時間がなくならないうちに意見を申し上げておきたいと思い

ます。 

 ３つぐらい、本当は４つぐらいいいたいことがあるのですけれども、まず１つ目は、事

務局への、整理の仕方のお願いで、楽天の片岡さんが最後にいわれたことを資料で受けと

めていただきたいと思います。つまり、ＣtoＣとＢtoＣの違いは、やはり業法規制が適用

されないということだけではなくて、それはあるのですけれども、それと並んで、経済学

の言葉でいうレピュテーションが効くかどうかという違いが非常に大きいというところで、

それが効かない世界のルールを、誰がどのように担保していくのか。そこでプラットフォ

ーマーが、一種のゲートキーパーというか、保証者として立つことによって、こういうマ

ーケットが盛んになっていくのではないかという観点を入れていただければと思います。

これが１つ目です。 

 それから、２つ目は、先ほどもシェアリングエコノミーのスタートアップと、既にエス

タブリッシュされた３社の違いという話が出ていましたが、この違いというのは結局、ル

ールをどうエンフォースしていくか。エンフォースというのは、AIを使ってモニタリング

してという方法もあれば、代金支払いの仕組みなどを使って、いわば利用者が自然に守る

ようにしていくという方法もあるわけですけれども、そこの仕組みを工夫しているかどう

かという違いのように私には感じられたのです。ということは、逆にいいますと、シェア

リングエコノミー協会の認証のルールとか、国際的な言い方をすれば、いわばベストプラ

クティスのような話は、もちろんそれは大事なことで、進めていただきたいと思いますが、

いいルールをつくるだけではなくて、それをどう守らせていくのかということが必要にな

っていくと思います。それは、仕組みのつくり方であればスタートアップでもそんなに人

手をかけずにできるかもしれないし、最終的にもっと人手のかかるところが出てくれば、

そこをシェアリングというか、サードパーティーがそのサービスを提供し、それをスター

トアップ企業が利用していくという、そういう仕組みがあってもいいかなと思います。こ

れが２点目です。 

 それから、３点目は、実はきょうはあまり話題に出ていないのですが、私がここのとこ

ろ気になっているのは、ＣtoＣというときの提供者側もＣだとすると──それは違うとい

う議論をすれば全く前提が変わってくるのですが、提供者もＣだとすると、実はその人の

保護ということを考えなくていいかということが気になっています。きょうこの点が問題

になっていない理由は、モノの売買が中心だったので、そうであれば売り主側が被害に遭



うことはそれほどないのですけれども、民泊とかライドシェアとかになっていくと、例え

ば貸したために家とか自動車を汚されたとか壊されたとか、それで追いかけようとしても

借りた人はもうつかまらないというような、そういう消費者被害が起こりかねなくて、こ

れを消費者問題の枠組みで捉えていくのか、それとも、そういう人たちはプチ事業者なの

だという枠組みで捉えていくのか、それはすごく大きな問題だと思います。私は、それは

消費者問題なのではないかと思っていますが、少しでもお金を稼ごうとした以上はそれで

は済まされないのだという考え方もあるかもしれず、少し議論が必要かと思います。 

 以上です。 

 

○楽天株式会社（片岡）  今の点で、ＣtoＣの特徴として、売り主も被害に遭う可能性

があるというのがかなり大きい特徴でして、消費者相談されている方とかは本当によくわ

かると思うのですけれども、本当に同じぐらい、購入者からも売り主からも相談が来ると

いう感じになっています。ですので、難しいんですね。どちらかに寄せられれば簡単なの

ですが、寄せられないので難しいというのが特徴になっています。 

 

○翁委員  私も、今回ＣtoＣということで、片岡さんがおっしゃったＢtoＣとの違いと

いうのはすごく重要な論点だと思いますので、そこを確認してプラットフォーマーの役割

というのを考えていくという必要があるなというのが一つ。 

 あと、きょうは特に大手の皆様のお話を伺っていて、かなりＣtoＣのさまざまなリスク

を防ぐためのいろいろな措置自体が企業価値を上げていく方向に作用していて、恐らくさ

まざまなデータを活用して、そしてＡＩで分析して、どういう不正があるかということを

察知するとか、あと、評価制度を皆様活用されて、その評価制度を活用した上で保険を入

れて、そこで保険料をうまくかえてやっていくとか、あと、可視化して、そのこと自体を

ビジネスの発展につなげていくというような努力をしておられて、そういう意味では、こ

れ自体、消費者保護のレベルを上げていくこと自体が企業価値を上げていくインセンティ

ブになっているという、そういったことはうまく活用した設計を考えていく必要があると

思っています。 

 ただ、一方で、何がミニマムなルールとして必要なのか。ヤフオク事件の判決や、また、

本人確認とかにどこまでそういったミニマムのプラットフォーマーの義務というのを考え

ていくかということを、うまくそれと組み合わせて議論していく必要があるかなというの



が２点目です。 

 あと、さっき加毛先生がおっしゃったのですけれども、この事務局で整理されている４

ページのリスクというのは本当にさまざまあると思っていて、ここではオペレーショナル

リスクも信用リスクも全部一つに書いてあると思います。ここについては、それで、信用

リスクについては、先ほど、別口座の管理をされているとかいろいろなことがあったので

すが、多分リスクごとにどういう対応をされているかということの整理がとても必要なの

ではないかなというふうに思いますし、そこが一つ、トラブルを防止するために何をすべ

きかということの、ちょっと必要な作業かなというふうに思います。 

 

○梅澤委員  今の翁先生の話に重複するところもあるのですけれども、今回お話を伺っ

た事業者様、既に大規模で、エスタブリッシュされたところが多いものですから、実際に

は安全・安心なプラットフォームをつくっていくことについてのインセンティブがあるの

であろうと思います。他方、中小規模あるいは新規のプラットフォームに関しては、それ

とはまた別の構造のインセンティブが働く可能性があるのだろうと思います。その場合に、

自主規制は当然必要であると思いますが、新規参入などを阻害しないようにしつつも、最

低限やはりやらなければいけないことというのもあるのではないかと思います。そういっ

た視点が重要ではないかというのが１点目です。 

 2点目として、プラットフォーマーはやはり情報の集積が行われるというところに非常に

大きな特徴があるわけでございますし、その情報の使われ方について、今回の議論ではフ

ォーカスされていないような感じを受けましたが、これはやはり重要な視点であると思い

ます。対出店者への情報の提供禁止というようなお話が事業者さんからありましたけれど

も、少なくともこれは最低限やるべきことの一つではないかと考えます。 

 あと、３つ目として、保険について、やはりこれは非常に重要かなと私は思います。保

険契約の締結義務を課すというのは、事業者に対して厳しいかもしれません。また、保険

がそもそも適用できないような場合もあるかもしれません。オーダーメードの保険として

引受けていただける保険会社がないような可能性もあるのではないかと思います。しかし、

一方で、消費者保護の観点からは、保険の補償制度があるということを公表するように促

すのが良い場合もあると思います。競争力を削がないような形で、保険による補償の枠組

みができないだろうかというのが３点目でございます。 

 



○生貝委員  今のところ、今の梅澤先生のお話に関連してというところで、加えてなの

ですけれども、やはり今おっしゃっていただいたとおり、自主的あるいは共同規制的な方

法でどうやって回していくかといったときに、インセンティブ構造があり、そして、大き

なプレーヤーと小さなプレーヤーは違うということに加えて、やはり特に、今のプラット

フォーム分野で、あるいはオンライン分野全体でどうやってルールをつくっていくかとい

うふうにいったときに、やはり大概の事業者さんをどうやったら自主的あるいは共同規制

的な方法論に入ってきていただけることが考えられるのかというのは、これはやはり論点

として一つは常に置いておかないといけないのかなと。それは恐らく、既にうまくいって

いる国際的なルールづくりの事例というのも恐らくあり、しかし、やはり比較的、国内的

な感覚の通用しやすい、あるいは西洋的なプラットフォームというところと、またそれ以

外の発展途上国で今広がりつつあるプラットフォームというふうにいったところを含めて

考えると、これはハードローの側面から考えてもいろいろな困難が出てくるのですけれど

も、ソフトローとしての自主共同規制をどうやってつくっていくかというところでも、ま

たさまざま別の考慮の要素というものがありましょうというところ、そこも念頭には置い

ておく必要があるかなと思いました。 

 

〇柳川小委員長  よろしいですか。そのほか、ご意見。 

 かなりいろいろな貴重なご意見をいただいたかと思います。「Ｃとは何か」という、なか

なか、かなり重要なポイントですけれども、突き詰めるとなかなか難しい面もありますし、

そもそものプラットフォーマーのところに、どういう自主ルールなり何らかの形、ソフト

ロー、ハードローという話がありましたけれども、このあたりをどう考えるかという話も

いろいろあって、かなり多様な論点を出していただきましたけれども、まだ時間の制約で

大分遠慮されて、ご質問あるいはご意見が出なかった部分もあるかと思いますので、その

点に関しては事務局のほうまで遠慮なくお寄せいただければと思います。 

 それでは、最後に、事務局のほうから今後の進め方等についてご連絡事項をお願いいた

します。 

 

○山本参事官  さまざまなご指摘をありがとうございました。 

 今後の開催につきましては、本日冒頭申し上げたとおり、次回を10月下旬から11月上旬

をめどに日程調整をさせていただきまして、開催をさせていただきたいと存じます。その



際は、本日活発にご指摘いただいた点をできる限りちょっと整理を試みまして、議論して

いただく材料として基本的な考え方をご提示し、ご意見を賜れればと存じます。詳細につ

きましては柳川座長とご相談の上、日程も含めてのご連絡調整をお願いしたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

 

〇柳川小委員長  ありがとうございました。 

 それでは、以上をもちまして、小委員会第３回会合を閉会いたします。どうもありがと

うございました。 

 

                                 ――了――   


